
＜　歳　入　＞
　地方消費税交付金（社会保障財源分） 89,264千円

＜　歳　出　＞
　上記交付金が充てられた社会保障施策に要する経費 1,619,656千円

（　内　訳　） （単位：千円）

国・県
支出金

地方債 その他
地方消費税交付金
(社会保障財源化分)

その他

社会福祉費 337,212 166,695 0 4,556 12,943 153,018

老人福祉費 126,601 1,168 0 2,249 9,551 113,633

児童福祉費 376,624 87,426 0 14,456 21,335 253,407

国民健康保険
特別会計繰出金

88,013 33,361 0 0 4,285 50,367

後期高齢者医療
特別会計繰出金

29,418 20,240 0 0 713 8,465

介護保険
特別会計繰出金

131,645 7,835 0 0 9,641 114,169

保
健

衛
生

保健衛生費 530,143 48,150 0 86,021 30,796 365,176

1,619,656 364,875 0 107,282 89,264 1,058,235

　※地方消費税交付金（社会保障財源分）については、一般財源の比率により按分しています。
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　平成26年４月１日より消費税および地方消費税が５％から８％へ、令和元年10月１日
より８％から10％へ引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分についてはそ
の使途を明確化し、社会保障に必要な経費に充てるものとされています。
　女川町における令和３年度に交付された社会保障財源化分の地方消費税交付金の使途に
ついては、以下のとおりです。

区分 費　　目 経費

財　　源　　内　　訳
特定財源 一般財源

令和４年度決算における地方消費税交付金（社会保障財源化分）

を充てた社会保障施策に要する経費について


